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告示 

令和３年度大和高田市一般会計補正予算（第７号）の要領の公表（財政課) 

告示第１４６号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和３年１０月２９日付

けで専決処分した予算の要領は次のとおりです。 

  令和３年１０月２９日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 令和３年度大和高田市一般会計補正予算（第７号） 

 

令和３年度大和高田市一般会計補正予算（第７号） 

令和３年度大和高田市の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０４，２８５千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ２７，４５５，２８５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

（歳入）                                           （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

14.使用料及び手数

料 

 

785,264 △2,000 783,264 

1.使用料 

486,175 △2,000 484,175 

15.国庫支出金  

5,382,105 57,695 5,439,800 

2.国庫補助金 

1,111,395 57,695 1,169,090 

19.繰入金  

878,663 48,590 927,253 

告 示 
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1.基金繰入金 

865,048 48,590 913,638 

補正されなかった科目に係る額 
20,304,968 0 20,304,968 

歳  入  合  計 
27,351,000 104,285 27,455,285 

 

（歳出）                                           （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

2.総務費  

3,247,539 0 3,247,539 

1.総務管理費 

2,736,066 0 2,736,066 

4.衛生費  

3,995,856 104,285 4,100,141 

1.保健衛生費 

2,034,491 104,285 2,138,776 

補正されなかった科目に係る額 
20,107,605 0 20,107,605 

歳  出  合  計 
27,351,000 104,285 27,455,285 

 

放置自転車の移動、保管（生活安全課） 

告示第１４７号 

大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第９条及び第９条の２第２

項の規定により放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第１０条第１項

の規定により告示します。 

令和３年１１月１日 

 大和高田市長 堀内 大造   

１ 移動理由 

自転車等放置禁止区域内及び放置禁止区域外の公共の場所に放置されていたため 

２ 移動年月日、移動対象区域、移動自転車等の数量 

（１） 放置禁止区域 

移動年月日 

近鉄大和高田
駅･ＪＲ高田駅
周辺 

近鉄高田市

駅周辺 

近鉄松塚駅

周辺 

近鉄浮孔駅

周辺 

近鉄築山駅

周辺 

自転車 

原動機

付自転

車 

自転車 

原動機

付自転

車 

自転車 

原動機

付自転

車 

自転車 

原動機

付自転

車 

自転車 

原動機

付自転

車 

令和３年１０月１日   １        

令和３年１０月２６日 １          

令和３年１０月２７日 １          

（２） 放置禁止区域外の公共の場所 

移動年月日 地区 自転車 

原動機

付自転

車 

令和３年１０月１日 大和高田市有井地内  １ 
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令和３年１０月１４日 大和高田市田井新町地内 １  

令和３年１０月１４日 大和高田市田井新町地内 １  

 

３ 保管場所 

大和高田市曽大根１丁目高田バイパス高架下 

大和高田市高架下自転車保管所 

４ 引取期間 

告示日から６０日間。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

５ 引取時間 

午前９時から正午までと午後１時から午後４時まで 

６ 引取りのための必要事項 

（１） 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証、運転免許証、保険証

等）をお持ちください。 

（２） 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収します。 

ア 移動費 ２，０００円 

イ 保管費 移動日から１４日以内は無料。ただし、無料期間を経過した日以降は、大和高田市

の休日を定める条例第１条第１項各号に掲げる市の休日を除き、１日当たり５０円を

徴収する。総額は、１，０００円を限度とする。 

７ 連絡先 

大和高田市役所 生活安全課 電話０７４５－２２－１１０１代表 

 

令和３年度大和高田市一般会計補正予算（第８号）の要領の公表（財政課) 

告示第１４８号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和３年１１月１日付け

で専決処分した予算の要領は次のとおりです。 

  令和３年１１月１日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 令和３年度大和高田市一般会計補正予算（第８号） 

 

令和３年度大和高田市一般会計補正予算（第８号） 

令和３年度大和高田市の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１１０千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ２７，４５５，３９５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

（歳入）                                           （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

21.諸収入  

216,909 

110 

217,019 

4.雑入 

200,309 

110 

200,419 
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補正されなかった科目に係る額 
27,238,376 

0 

27,238,376 

歳  入  合  計 
27,455,285 

110 

27,455,395 

 

（歳出）                                           （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

2.総務費  

3,247,539 
110 

3,247,649 

1.総務管理費 

2,736,066 

110 

2,736,176 

補正されなかった科目に係る額 
24,207,746 

0 

24,207,746 

歳  出  合  計 
27,455,285 

110 

27,455,395 

 

引取りのない自転車等の処分（生活安全課） 

告示第１４９号  

 大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第１０条第３項の規定によ

り利用者又は所有者からの引取りのない自転車等を次のとおり処分しますので、大和高田市自転車等

の安全利用に関する条例施行規則（平成５年規則第３３号）第５条の規定により告示します。 

  令和３年１１月１５日 

大和高田市長 堀内 大造   

１．処分の根拠 

  移動日から６０日経過したにもかかわらず、引取りがないため 

２．処分対象自転車等の保管場所 

  大和高田市曽大根１丁目高田バイパス高架下 

  大和高田市高架下自転車保管所 

３．処分年月日 

  令和４年２月１日 

４．処分対象自転車等の移動年月日 

  令和３年８月１日から令和３年８月３１日までの間 

 

公示送達（保険医療課） 

告示第１５０号 

 令和３年度後期高齢者医療保険料第３期の督促状を郵送にて送達しましたが、その送達を受けるべ

き者の住所等が不明であるため、送達できないので、高齢者の医療の確保に関する法律（平成１８年

法律８３号）第１１２条により準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定

により、次のとおり公示送達します。 

なお、公示送達に係る書類は保険医療課医療係で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ

ればいつでも交付します。 

令和３年１１月１７日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ この督促状の発送年月日 
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令和３年１０月２５日 

２ 送達を受けるべき者 

  省略（市役所前掲示場掲示済） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに、書類の送達があったものとみなされます。 

 

公示送達（収納対策室） 

告示第１５１号 

 差押調書を郵便により発送しましたが、下記の者について住所等が不明であるため、送達できない

ので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２第１項の規定により、次のとおり公示送

達します。 

 なお、公示送達に係る書類は総務部収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ

ればいつでも交付します。 

令和３年１１月１９日 

                   大和高田市長 堀内 大造   

１ この通知の発送年月日 

  省略（市役所前掲示場掲示済） 

２ 送達を受けるべき者 

  省略（市役所前掲示場掲示済） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

公示送達（収納対策室） 

告示第１５２号 

 令和３年度国民健康保険税第１期～第３期の督促状を郵便により発送しましたが、下記の者につい

て住所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の

２第１項の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は総務部収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ

ればいつでも交付します。 

令和３年１１月１９日 

                   大和高田市長 堀内 大造   

１ この通知の発送年月日 

  省略（市役所前掲示場掲示済） 

２ 送達を受けるべき者 

  省略（市役所前掲示場掲示済） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過した

ときに書類の送達があったものとみなされます。 

 

公示送達（収納対策室） 

告示第１５３号 

 令和３年度軽自動車税全期の督促状を郵便により発送しましたが、下記の者について住所等が不明

であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２第１項の規定

により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は総務部収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ

ればいつでも交付します。 
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令和３年１１月１９日 

                   大和高田市長 堀内 大造   

１ この通知の発送年月日 

  省略（市役所前掲示場掲示済） 

２ 送達を受けるべき者 

  省略（市役所前掲示場掲示済） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

公示送達（収納対策室） 

告示第１５４号 

 令和元年度市県民税第２期～第４期、および令和３年度市県民税第２期の督促状を郵便により発送

しましたが、下記の者について住所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第２０条の２第１項の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は総務部収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ

ればいつでも交付します。 

令和３年１１月１９日 

            大和高田市長 堀内 大造   

１ この通知の発送年月日 

  省略（市役所前掲示場掲示済） 

２ 送達を受けるべき者 

  省略（市役所前掲示場掲示済） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

令和３年度大和高田市一般会計補正予算（第９号）の要領の公表（財政課) 

告示第１５５号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和３年１１月１９日付

けで専決処分した予算の要領は次のとおりです。 

  令和３年１１月１９日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 令和３年度大和高田市一般会計補正予算（第９号） 

 

令和３年度大和高田市一般会計補正予算（第９号） 

令和３年度大和高田市の一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４３１，８００千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ２７，８８７，１９５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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第１表 歳入歳出予算補正 

（歳入）                                   （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

15.国庫支出金  
5,439,800 431,800 5,871,600 

2.国庫補助金 

1,169,090 431,800 1,600,890 

補正されなかった科目に係る額 
22,015,595 0 22,015,595 

歳  入  合  計 
27,455,395 431,800 27,887,195 

 

（歳出）                                   （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

3.民生費  
12,283,324 431,800 12,715,124 

2.児童福祉費 

3,604,039 431,800 4,035,839 

補正されなかった科目に係る額 
15,172,071 0 15,172,071 

歳  出  合  計 
27,455,395 431,800 27,887,195 

 

公示送達（保険医療課） 

告示第１５６号 

 令和３年度後期高齢者医療保険料額変更決定通知書を郵送にて送達しましたが、その送達を受ける

べき者の住所等が不明であるため、送達できないので、高齢者の医療の確保に関する法律（平成１８

年法律８３号）第１１２条により準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規

定により、次のとおり公示送達します。 

なお、公示送達に係る書類は保険医療課医療係で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ

ればいつでも交付します。 

令和３年１１月２４日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ この納入通知書の発送年月日 

令和３年１１月１０日 

２ 送達を受けるべき者 

  省略（市役所前掲示場掲示済） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに、書類の送達があったものとみなされます。 

 

１２月市議会定例会の招集（財政課） 

告示第１５７号 

令和３年１２月３日大和高田市議会定例会を本市議事堂に招集する。 
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令和３年１１月２６日 

                              大和高田市長 堀内 大造   

 

 

 

 

公告 

大和高田市二要素認証システム一式調達に係る納入業者等決定に関する条件付き一般競争入札公告

（契約監理室） 

公告第１２１号 

入 札 公 告 

 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和３年１１月４日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 件  名 大和高田市二要素認証システム一式調達に係る納入業者等決定 

２ 納入場所 大和高田市役所及び出先機関 

３ 契約期間 納入期限 ：令和４年２月２８日 

リース期間：令和４年３月１日から令和９年２月２８日まで 

４ 業務内容等 入札説明書（仕様書）のとおり 

※本件は、リースの対象となる物品の納入業者及び納入価格を決定する

ものです。 

※納入予定物品について、事前に適合規格承認申請が必要です。 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満

たしているものとします。 

（１）大和高田市物品購入等競争入札参加資格者登録名簿の「文具・事

務用機器（ＯＡ機器、ソフト）」又は「役務提供（電算業務）」に登録

している者であること。 

（２）以下のいずれかの資格を認証取得している者であること。 

  ・プライバシーマーク【ＪＩＳＱ１５００１】 

  ・情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）【ＪＩＳＱ

２７００１】 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者で

あること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始

の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規

定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）

に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する

者でないこと。 

６ 競争入札参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり必要書類

（以下｢申請書等」という。）を参加しようとする入札案件ごとに提出し、

競争入札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期

公 告 
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限までに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資

格がないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページの「入札･契約情報」

よりダウンロードしてください。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（指定様式） 

② 暴力団排除に関する誓約書（指定様式） 

③ プライバシーマーク【ＪＩＳＱ１５００１】又は情報セキュリテ

ィマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）【ＪＩＳＱ２７００１】の

認定取得を証する書類の写し 

（３）申請書等の提出は、持参又は郵送（「一般書留郵便」又は「簡易

書留郵便」に限る。）とします。 

（４）受付期間 

令和３年１１月５日（金）から令和３年１１月１６日（火）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１

時までを除きます。 

（６）受付場所 

  〒６３５－８５１１ 

大和高田市大字大中９８番地４ 

大和高田市役所 ３階総務部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものと

し、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送

付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を

送付します。 

８ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次

のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市

ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和３年１２月１日（水）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 総務部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和３年１２月２日（木）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

９ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和３年１２月６日（月）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 
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（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便に

よるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１０ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消

費税等抜きの金額で記載してください。 

１１ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契

約規則（平成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の

１００分の５に相当する金額を違約金として徴収します。また、大和高

田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措

置を講じることとなります。 

１２ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和３年１２月７日（火）午前１０時 

（２）場所 

大和高田市役所 ３階会議室１ 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に供

するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１３ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚

偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札

時点において５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののし

た入札 

１４ 落札者の決定 落札者は、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札

を行った者とします。 

１５ 契約保証金 免除します。 

１６ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

礒野池操作室整備工事に関する条件付き一般競争入札公告（契約監理室） 

公告第１２２号 

入 札 公 告 

 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和３年１１月９日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 礒野池操作室整備工事 

２ 工事場所 大和高田市 大字礒野 地内 

３ 工事期間 契約締結日から令和４年３月１８日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて

満たしているものとします。 
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（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の鋼構造物工

事（水門）に登録している者であること。 

（２）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者で

あること。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始

の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規

定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（４）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）

に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（５）（２）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する

者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入

札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参

加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限までに申

請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格がないと

認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大

和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載しています。（ダ

ウンロード可能） 

（２）必要書類として、５（５）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）

の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、

本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と同様に大和

高田市ホームページに掲載しています。（ダウンロード可能） 

（３）申請書等の提出は持参又は郵送（一般書留又は簡易書留郵便に限

る。）とします。 

（４）受付期間 

令和３年１１月１０日（水）から令和３年１１月１９日（金）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１

時までを除きます。 

（６）受付場所 

大和高田市大中９８番地４ 

大和高田市役所 ３階総務部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものと

し、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を

除きます。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送

付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を

送付します。 

８ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次

のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市

ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 
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令和３年１２月２日（木）午後５時まで。 

（２）送信先 

大和高田市役所 総務部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和３年１２月３日（金）午後５時まで。 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

９ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和３年１２月７日（火）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便に

よるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１０ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消

費税等抜きの金額で記載してください。 

１１ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契

約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する

金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措

置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなりま

す。 

１２ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和３年１２月８日（水）午前１０時 

（２）場所 

大和高田市役所 ３階会議室１ 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に供

するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１３ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚

偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札

者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののし

た入札 

１４ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価

格をもって入札を行った者とします。 

１５ 契約保証金 免除します。 

１６ 最低制限比較価格 ￥４，７１０，０００－（消費税等抜き） 

１７ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１８ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないと

きは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 
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令和３年度対話支援機器購入に関する条件付き一般競争入札公告（契約監理室） 

公告第１２３号 

入 札 公 告 

 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和３年１１月１８日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 件  名 令和３年度対話支援機器購入 

２ 納入場所 大和高田市福祉部社会福祉課、大和高田市立病院医事課及び大和高

田市上下水道部水道総務課 

※詳細は、入札説明書（仕様書）のとおり 

３ 納入期限 令和４年３月１８日（金） 

４ 業務内容等 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満

たしているものとします。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者で

あること。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始

の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。（た

だし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定に

よる再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（３）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）

に基づく資格停止措置、その他国又は奈良県による同様の措置を受け

ている者でないこと。 

（４）（１）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する

者でないこと。 

６ 競争入札参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり必要書類

（以下｢申請書等」という。）を参加しようとする入札案件ごとに提出し、

競争入札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期

限までに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資

格がないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページの「入札･契約情報」

よりダウンロードしてください。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（指定様式） 

② 暴力団排除に関する誓約書（指定様式） 

③ 履歴事項全部証明書の写し（発行後３ヶ月以内のもの） 

④ 印鑑証明書の写し（発行後３ヶ月以内のもの） 

上記③及び④は、大和高田市競争入札参加資格者登録名簿に登録して

いる者については、提出の必要はありません。 

（３）申請書等の提出は、持参又は郵送（「一般書留郵便」又は「簡易

書留郵便」に限る。）とします。 

（４）受付期間 

令和３年１１月１９日（金）から令和３年１２月２日（木）まで。

ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 
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（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１

時までを除きます。 

（６）受付場所 

  〒６３５－８５１１ 

大和高田市大字大中９８番地４ 

大和高田市役所 ３階総務部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものと

し、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日及び日曜日を除きま

す。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送

付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を

送付します。 

８ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次

のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市

ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和３年１２月１０日（金）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 総務部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和３年１２月１３日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

９ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和３年１２月１５日（水）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便に

よるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１０ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消

費税等抜きの金額で記載してください。 

１１ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契

約規則（平成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の

１００分の５に相当する金額を違約金として徴収します。また、大和高

田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措

置を講じることとなります。 

１２ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和３年１２月１６日（木）午前１０時 
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（２）場所 

大和高田市役所 ３階会議室１ 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に供

するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１３ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚

偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札

時点において５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののし

た入札 

１４ 落札者の決定 落札者は、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札

を行った者とします。 

１５ 契約保証金 免除します。 

１６ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

保育用品（おもちゃ殺菌庫）の購入に関する条件付き一般競争入札公告（契約監理室） 

公告第１２４号 

入 札 公 告 

 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和３年１１月１８日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 件  名 保育用品（おもちゃ殺菌庫）の購入 

２ 納入場所 高田こども園他１７か所 

※詳細は、入札説明書（仕様書）のとおり 

３ 納入期限 令和４年３月１８日（金） 

４ 業務内容等 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満

たしているものとします。 

（１）大和高田市物品購入等競争入札参加資格者登録名簿の「図書・教

材類（教材・教具・保育用品）」又は「諸機器（電気製品）」に登録し

ている者であること。 

（２）大和高田市内に本店又は支店等（委任先に限る。）を有する者で

あること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者で

あること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始

の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。（た

だし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定に

よる再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）
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に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する

者でないこと。 

６ 競争入札参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり必要書類

（以下｢申請書等」という。）を参加しようとする入札案件ごとに提出し、

競争入札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期

限までに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資

格がないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページの「入札･契約情報」

よりダウンロードしてください。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（指定様式） 

② 暴力団排除に関する誓約書（指定様式） 

（３）申請書等の提出は、持参又は郵送（「一般書留郵便」又は「簡易

書留郵便」に限る。）とします。 

（４）受付期間 

令和３年１１月１９日（金）から令和３年１２月２日（木）まで。

ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１

時までを除きます。 

（６）受付場所 

  〒６３５－８５１１ 

大和高田市大字大中９８番地４ 

大和高田市役所 ３階総務部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものと

し、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日及び日曜日を除きま

す。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送

付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を

送付します。 

８ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次

のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市

ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和３年１２月１７日（金）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 総務部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和３年１２月２０日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

９ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和３年１２月２２日（水）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 
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（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便に

よるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１０ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消

費税等抜きの金額で記載してください。 

１１ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契

約規則（平成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の

１００分の５に相当する金額を違約金として徴収します。また、大和高

田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措

置を講じることとなります。 

１２ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和３年１２月２３日（木）午前９時３０分 

（２）場所 

大和高田市役所 ３階会議室１ 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に供

するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１３ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚

偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札

時点において５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののし

た入札 

１４ 落札者の決定 落札者は、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札

を行った者とします。 

１５ 契約保証金 免除します。 

１６ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

大和高田市８小学校体育館空調設備工事に関する条件付き一般競争入札公告（契約監理室） 

公告第１２５号 

入 札 公 告 

 

次のとおり条件付き一般競争入札（簡易事後審査型）を行いますので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条

の規定に基づき公告します。 

令和３年１１月１９日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 大和高田市８小学校体育館空調設備工事 
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２ 工事場所 片塩小学校（大和高田市 旭北町 地内）他 

３ 工事期間 契約締結日から令和４年３月２５日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満

たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の「管工事（空

調）」又は「電気工事」に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）「電気工事」登録業者は建設業法（昭和２４年法律第１００号）

第３条第１項における管工事業の建設業許可を有する者であること。 

（４）管工事に関する監理技術者又は主任技術者（契約締結時点におい

て継続して３ヶ月以上の雇用関係にある者）を当該工事に専任で配置

できる者であること。 

（５）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者で

あること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始

の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規

定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（７）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）

に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（８）（５）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する

者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入

札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参

加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限までに申

請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格がないと

認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページの「入札･契約情報」

よりダウンロードしてください。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（指定様式） 

② 暴力団排除に関する誓約書（指定様式） 

③ 管工事業の建設業許可証明書の写し（「電気工事」登録業者に

限る。） 

（３）申請書等の提出は持参又は郵送（一般書留又は簡易書留郵便に限

る。）とします。 

（４）受付期間 

令和３年１１月２２日（月）から令和３年１１月２９日（月）まで。

ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１

時までを除きます。 

（６）受付場所 

大和高田市大中９８番地４ 

大和高田市役所 ３階総務部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものと

し、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内 



令和３年１２月１０日（金） 大 和 高 田 市 公 報 第３９５号 

 20 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送

付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を

送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

令和３年１１月２２日（月）から令和３年１２月１５日（水）まで 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１

時までを除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大中９８番地４ 

大和高田市役所 ３階総務部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次

のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市

ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和３年１２月１５日（水）午後５時まで。 

（２）送信先 

大和高田市役所 総務部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和３年１２月１６日（木）午後５時まで。 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和３年１２月２０日（月）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便に

よるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消

費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契

約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する

金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措

置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなりま

す。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和３年１２月２１日（火）午前１０時 

（２）場所 

大和高田市役所 ３階会議室１ 

（３）開札結果等の公表 
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開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に供

するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚

偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札

者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののし

た入札 

１５ 落札候補者の決定 落札候補者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において入札を

行った者とし、低価を示した者を優先します。 

１６ 事後審査 落札候補者の優先順位により５（４）に係る確認審査を実施します。 

（１）提出期限 

落札候補者の決定連絡を受けた翌日から３日以内。ただし、土曜日

及び日曜日を除きます。 

（２）場所 

大和高田市役所 ３階総務部契約監理室 

１７ 落札者の決定 事後審査の結果、適格者であると判断した者を落札者とします。 

１８ 契約保証金 大和高田市契約規則第３０条の規定に基づき徴収するものとします。 

１９ 最低制限比較価格 ￥４５，２６０，０００－（消費税等抜き） 

２０ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

２１ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２２ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないと

きは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

大和高田市３中学校体育館空調設備工事に関する条件付き一般競争入札公告（契約監理室） 

公告第１２６号 

入 札 公 告 

 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和３年１１月１９日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 大和高田市３中学校体育館空調設備工事 

２ 工事場所 高田中学校（大和高田市 大中東町 地内）他 

３ 工事期間 契約締結日から令和４年３月２５日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満

たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の「管工事（空

調）」又は「電気工事」に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）「電気工事」登録業者は建設業法（昭和２４年法律第１００号）

第３条第１項における管工事業の建設業許可を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者で

あること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始
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の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規

定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）

に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する

者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入

札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参

加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限までに申

請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格がないと

認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページの「入札･契約情報」

よりダウンロードしてください。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（指定様式） 

② 暴力団排除に関する誓約書（指定様式） 

③ 管工事業の建設業許可証明書の写し（「電気工事」登録業者に

限る。） 

（３）申請書等の提出は持参又は郵送（一般書留又は簡易書留郵便に限

る。）とします。 

（４）受付期間 

令和３年１１月２２日（月）から令和３年１１月２９日（月）まで。

ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１

時までを除きます。 

（６）受付場所 

大和高田市大中９８番地４ 

大和高田市役所 ３階総務部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものと

し、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送

付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を

送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

令和３年１１月２２日（月）から令和３年１２月１５日（水）まで 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１

時までを除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大中９８番地４ 

大和高田市役所 ３階総務部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様書） 入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次
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についての質疑応答 のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市

ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和３年１２月１５日（水）午後５時まで。 

（２）送信先 

大和高田市役所 総務部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和３年１２月１６日（木）午後５時まで。 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和３年１２月２０日（月）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便に

よるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消

費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契

約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する

金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措

置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなりま

す。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和３年１２月２１日（火）午前１０時１０分 

（２）場所 

大和高田市役所 ３階会議室１ 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に供

するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚

偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札

者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののし

た入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価

格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限比較価格 ￥２１，３００，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 
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（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないと

きは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

大和高田当麻線家屋補償等再調査業務委託に関する条件付き一般競争入札公告（契約監理室） 

公告第１２７号 

入 札 公 告 

 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和３年１１月２２日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 業 務 名 大和高田当麻線家屋補償等再調査業務委託 

２ 履行場所 大和高田市 市場 地内 

３ 履行期間 契約締結日から令和４年３月３１日（木）まで 

（ただし、大和高田市議会の予算繰越承認を得た場合は、令和４年１２

月２３日（金）を履行期限とする期間延長を行う。） 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満

たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の補償コンサ

ルタント業務（「物件」、「機械工作物」、「営業補償・特殊補償」及び「補

償関連」）に登録している者であること。 

（２）平成２８年１０月１日以降において、官公庁等発注の１件あたり

１，０００万円以上の補償コンサルタント業務を元請として履行した

実績を有する者であること。 

（３）奈良県内に本店又は支店等（委任先に限る。）を有する者であるこ

と。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者で

あること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始

の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。（た

だし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定に

よる再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）

に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要

綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者

でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり必要書類（以

下｢申請書等」という。）を提出し、競争入札参加資格についての確認を

受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札

に参加することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページの「入札・契約情報」

欄に掲載しています。（ダウンロード可能） 

（２）必要書類は次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（指定様式） 
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② ５の（２）に係る履行実績を証するもの（契約書の写し、テク

リスの印刷等） 

③ 暴力団排除に関する誓約書（指定様式） 

（３）申請書等の提出は持参又は郵送（一般書留又は簡易書留郵便に限

る。）とします。 

（４）受付期間 

令和３年１１月２４日（水）から令和３年１２月３日（金）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所 

大和高田市大中９８番地４ 

大和高田市役所 ３階総務部契約監理室 

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものと

し、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日及び日曜日を除き

ます。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次

のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市ホ

ームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和３年１２月１７日（金）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 総務部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和３年１２月２０日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

９ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和３年１２月２２日（水）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。  

１０ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消

費税等抜きの金額で記載してください。 

１１ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契
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約規則（平成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の

１００分の５に相当する金額を違約金として徴収します。また、大和高

田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置

を講じることとなります。 

１２ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和３年１２月２３日（木）午前１０時 

（２）場所 

大和高田市役所 ３階会議室１ 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表しま

す。 

１３ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚

偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札

者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした

入札 

１４ 落札者の決定等 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価

格をもって入札を行った者とします。  

１５ 契約保証金 免除します。 

１６ 最低制限比較価

格 

￥９，２２０，０００－（消費税等抜き） 

１７ 前払金 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１８ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない場

合は、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

礒野池測量業務委託に関する条件付き一般競争入札公告（契約監理室） 

公告第１２８号 

入 札 公 告 

 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和３年１１月２２日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 礒野池測量業務委託 

２ 工事場所 大和高田市 大字礒野 地内 

３ 工事期間 契約締結日から令和４年３月１８日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて

満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の測量業務に

登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者で

あること。 
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（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始

の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規

定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）

に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する

者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入

札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参

加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限までに申

請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格がないと

認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大

和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載しています。（ダ

ウンロード可能） 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）

の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、

本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と同様に大和

高田市ホームページに掲載しています。（ダウンロード可能） 

（３）申請書等の提出は持参又は郵送（一般書留又は簡易書留郵便に限

る。）とします。 

（４）受付期間 

令和３年１１月２４日（水）から令和３年１１月３０日（火）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１

時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中９８番地４ 

大和高田市役所 ３階総務部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものと

し、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送

付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を

送付します。 

８ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次

のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市

ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和３年１２月８日（水）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 総務部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 
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令和３年１２月９日（木）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

９ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和３年１２月１３日（月）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便に

よるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１０ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消

費税等抜きの金額で記載してください。 

１１ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契

約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する

金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措

置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなりま

す。 

１２ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和３年１２月１４日（火）午前１０時 

（２）場所 

大和高田市役所 ３階会議室１ 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表しま

す。 

１３ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚

偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札

者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののし

た入札 

１４ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価

格をもって入札を行った者とします。 

１５ 契約保証金 免除します。 

１６ 最低制限比較価格 ￥５１０，０００－（消費税等抜き） 

１７ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないと

きは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

大和高田市特定健診未受診者アンケート調査業務委託に関する条件付き一般競争入札公告（契約監理

室） 

公告第１２９号 

入 札 公 告 
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次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和３年１１月２４日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 件  名 大和高田市特定健診未受診者アンケート調査業務委託 

２ 履行場所 大和高田市 大中 地内 （調査対象は市内全域） 

３ 履行期間 契約締結日から令和４年３月１８日まで 

４ 業務内容等 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満

たしているものとします。 

（１）大和高田市物品購入等競争入札参加資格者登録名簿の「役務の提

供（検査・分析・調査業務）」に登録している者であること。 

（２）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者で

あること。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始

の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。（た

だし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定に

よる再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（４）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）

に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（５）（２）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する

者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり必要書類

（以下｢申請書等」という。）を提出し、競争入札参加資格についての確

認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない

者又は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争

入札に参加することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページの「入札･契約情報」

よりダウンロードしてください。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（指定様式） 

② 暴力団排除に関する誓約書（指定様式） 

（３）申請書等の提出は、持参又は郵送（「一般書留郵便」又は「簡易

書留郵便」に限る。）とします。 

（４）受付期間 

令和３年１１月２５日（木）から令和３年１２月８日（水）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１

時までを除きます。 

（６）提出場所 

  〒６３５－８５１１ 

大和高田市大字大中９８番地４ 

大和高田市役所 ３階総務部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものと

し、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。土曜日及び日曜日を除きます。 
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（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送

付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を

送付します。 

８ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票

によりＦＡＸで、次のとおり行います。 

（１）受付期限 

令和３年１２月１４日（火）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 総務部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和３年１２月１６日（木）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

９ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和３年１２月２０日（月）まで。入札執行日の前日であるため、

この日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便に

よるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１０ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事

業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を除く見積金額を記載し

てください。 

１１ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契

約規則（平成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の

１００分の５に相当する金額を違約金として徴収します。また、大和高

田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措

置を講じることとなります。 

１２ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和３年１２月２１日（火）午前１１時 

（２）場所 

大和高田市役所 ３階会議室１ 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一

般の閲覧に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公

表します。 

１３ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚

偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札

者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののし

た入札 
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１４ 落札者の決定等 落札者は、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札

を行った者とします。 

１５ 契約保証金 免除します。 

１６ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないと

きは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

奥田地内用排水路整備工事に関する条件付き一般競争入札公告（契約監理室） 

公告第１３０号 

入 札 公 告 

 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和３年１１月２４日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 奥田地内用排水路整備工事 

２ 工事場所 大和高田市 大字奥田 地内 

３ 工事期間 契約締結日から令和４年３月１８日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて

満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式工

事に登録している者であること。 

（２）大和高田市格付け等級がＤ又はＥ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者で

あること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始

の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規

定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）

に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する

者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注

工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者でな

いこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の

入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入

札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参

加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限までに申

請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格がないと

認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大
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和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載しています。（ダ

ウンロード可能） 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）

の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、

本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と同様に大和

高田市ホームページに掲載しています。（ダウンロード可能） 

（３）申請書等の提出は持参又は郵送（一般書留又は簡易書留郵便に限

る。）とします。 

（４）受付期間 

令和３年１１月２５日（木）から令和３年１２月１日（水）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１

時までを除きます。 

（６）受付場所 

大和高田市大中９８番地４ 

大和高田市役所 ３階総務部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものと

し、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日及び日曜日を除きま

す。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送

付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を

送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者

には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

令和３年１１月２５日（木）から令和３年１２月９日（木）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１

時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大中９８番地４ 

大和高田市役所 ３階総務部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次

のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市

ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和３年１２月９日（木）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 総務部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和３年１２月１０日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 
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令和３年１２月１４日（火）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便に

よるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消

費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契

約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する

金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措

置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなりま

す。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和３年１２月１５日（水）午前１０時 

（２）場所 

大和高田市役所 ３階会議室１ 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表しま

す。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚

偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札

者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののし

た入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価

格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限比較価格 ￥１，８９０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないと

きは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

大東町市有住宅解体工事に関する条件付き一般競争入札公告（契約監理室） 

公告第１３１号 

入 札 公 告 

 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和３年１１月２４日 
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大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 大東町市有住宅解体工事 

２ 工事場所 大東町市有住宅（大和高田市 大東町 地内） 

３ 工事期間 契約締結日から令和４年３月１８日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて

満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の解体工事、

建築一式工事又は土木一式工事に登録している者であること。 

（２）建築一式工事又は土木一式工事登録業者は大和高田市格付け等級

がＤ又はＥ級の者であること。 

（３）建築一式工事又は土木一式工事登録業者は建設業法（昭和２４年

法律第１００号）第３条第１項における解体工事業の建設業許可を有

する者であること。 

（４）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（５）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者で

あること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始

の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規

定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（７）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）

に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（８）（５）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する

者でないこと。 

（９）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注

工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者でな

いこと。 

（１０）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入

札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参

加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限までに申

請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格がないと

認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大

和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載しています。（ダ

ウンロード可能） 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（指定様式） 

② 暴力団排除に関する誓約書（指定様式） 

③ 「解体工事業」の建設業許可証明書等の写し（建築一式工事又

は土木一式工事登録業者のみ） 

（３）申請書等の提出は持参又は郵送（一般書留又は簡易書留郵便に限

る。）とします。 

（４）受付期間 

令和３年１１月２５日（木）から令和３年１２月１日（水）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１
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時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中９８番地４ 

大和高田市役所 ３階総務部契約監理室  

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものと

し、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日及び日曜日を除きま

す。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送

付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を

送付します。 

８ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次

のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市

ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和３年１２月９日（木）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 総務部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和３年１２月１０日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

９ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和３年１２月１４日（火）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便に

よるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１０ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消

費税等抜きの金額で記載してください。 

１１ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契

約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する

金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措

置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなりま

す。 

１２ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和３年１２月１５日（水）午前１０時１５分 

（２）場所 

大和高田市役所 ３階会議室１ 

（３）開札結果等の公表 
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開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に供

するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１３ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚

偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札

者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののし

た入札 

１４ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価

格をもって入札を行った者とします。 

１５ 契約保証金 免除します。 

１６ 最低制限比較価格 ￥１，９１０，０００－（消費税等抜き） 

１７ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１８ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないと

きは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

礒野池操作室整備工事（再度）に関する条件付き一般競争入札公告（契約監理室） 

公告第１３２号 

入 札 公 告 

 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和３年１１月２４日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 礒野池操作室整備工事（再度） 

２ 工事場所 大和高田市 大字礒野 地内 

３ 工事期間 契約締結日から令和４年３月１８日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて

満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の「鋼構造物

工事」又は「機械器具設置工事」に登録している者であること。 

（２）「機械器具設置工事」登録業者は建設業法（昭和２４年法律第１

００号）第３条第１項における鋼構造物工事業の建設業許可を有する

者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者で

あること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始

の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規

定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）

に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する



令和３年１２月１０日（金） 大 和 高 田 市 公 報 第３９５号 

 37 

者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入

札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参

加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限までに申

請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格がないと

認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大

和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載しています。（ダ

ウンロード可能） 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（指定様式） 

② 暴力団排除に関する誓約書（指定様式） 

③ 鋼構造物工事業の建設業許可証明書の写し（「機械器具設置工

事」登録業者に限る。） 

（３）申請書等の提出は持参又は郵送（一般書留又は簡易書留郵便に限

る。）とします。 

（４）受付期間 

令和３年１１月２５日（木）から令和３年１２月６日（月）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１

時までを除きます。 

（６）受付場所 

大和高田市大中９８番地４ 

大和高田市役所 ３階総務部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものと

し、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送

付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を

送付します。 

８ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次

のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市

ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和３年１２月１５日（水）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 総務部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和３年１２月１６日（木）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

９ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和３年１２月２０日（月）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 
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大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便に

よるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１０ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消

費税等抜きの金額で記載してください。 

１１ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契

約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する

金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措

置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなりま

す。 

１２ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和３年１２月２１日（火）午前１０時３０分 

（２）場所 

大和高田市役所 ３階会議室１ 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に供

するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１３ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚

偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札

者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののし

た入札 

１４ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価

格をもって入札を行った者とします。 

１５ 契約保証金 免除します。 

１６ 最低制限比較価格 ￥４，７１０，０００－（消費税等抜き） 

１７ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１８ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないと

きは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

令和３年度大和高田市公共施設（高圧）電力需給に関する条件付き一般競争入札公告（契約監理室） 

公告第１３３号 

入 札 公 告 

 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和３年１１月２６日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 件  名 令和３年度大和高田市公共施設（高圧）電力需給 
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以下８案件 

① 大和高田市立小学校（８校）、大和高田市立中学校（３校） 

② 大和高田市立高田商業高等学校 

③ 大和高田市立総合体育館（大和高田市立武道館を含む。）、奈良

県大和高田第二健民運動場 

④ 大和高田市保健センター 

⑤ 大和高田市中央公民館 

⑥ 大和高田市文化会館 

⑦ 大和高田市営斎場 

⑧ 大和高田市市民交流センター 

２ 需給期間 ①～⑦ 令和４年３月１日から令和６年２月２９日まで（２４か月） 

⑧   令和４年３月８日から令和６年３月７日まで（２４か月） 

３ 需給場所 大和高田市立小学校（８校）、大和高田市立中学校（３校）、大和高田市

立高田商業高等学校、大和高田市立総合体育館、奈良県大和高田第二健

民運動場、大和高田市保健センター、大和高田市中央公民館、大和高田

市文化会館、大和高田市営斎場、大和高田市市民交流センター 

４ 需給内容 各仕様書のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満

たしているものとします。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者で

あること。 

（２）電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条の２の規定に基

づき小売電気事業の登録を受けている者であること。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による

更生手続開始の申立て（同法附則第２条の規定によりなお従前の例に

よることとされる更生事件（以下「旧更生事件」といいます。）に係

る同法による改正前の会社更生法（昭和２７年法律第１７２号。以下

「旧法」といいます。第３０条の規定による更生手続開始の申立てを

含みます。））をしていない者又は申立てをされていない者であるこ

と。ただし、同法に基づく更生手続開始の決定（旧更生事件に係る旧

法に基づく更生手続開始の決定を含みます。）を受けた者については、

更生手続開始の申立てをしなかったもの又は申立てをされなかった

ものとみなす。 

（４）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）

に基づく資格停止措置、その他国又は奈良県による同様の措置を受け

ている者でないこと。 

（５）（１）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する

者でないこと。 

（６）調達物件を所定の場所に納品することができる者であること。事

故発生時、緊急対応が必要な場合に対応可能な体制が整備されている

こと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり必要書類

（以下｢申請書等」という。）を参加しようとする入札案件ごとに提出し、

競争入札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期

限までに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資

格がないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページの「入札･契約情報」

よりダウンロードして下さい。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（様式１） 

② 安定供給確約書（様式２） 
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③ 電力供給実績一覧表（様式３）及びこれを証する書面（契約書

等）の写し 

④ 暴力団排除に関する誓約書（様式４） 

⑤ 電気事業法第２条の２の規定に基づき小売電気事業の登録を

受けていることを証する書類の写し 

⑥ 履歴事項全部証明書の写し（発行後３ヶ月以内のもの） 

⑦ 印鑑証明書の写し（発行後３ヶ月以内のもの） 

上記⑥、⑦は、大和高田市物品購入等競争入札参加資格者登録名

簿又は大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿に登録

している者については、提出の必要はありません。 

複数案件に参加する場合、上記①の申請書に入札参加案件の項目

にチェックして下さい。 

（３）申請書等の提出は、持参又は郵送（「一般書留郵便」又は「簡易

書留郵便」に限る。）とします。 

（４）受付期間 

令和３年１１月２６日（金）から令和３年１２月１０日（金）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１

時までを除きます。 

（６）提出場所 

大和高田市大字大中９８番地４ 

大和高田市役所 ３階総務部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものと

し、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日から３日以内。ただし、土曜日及び日曜日を除きま

す。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送

付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を

送付します。 

８ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票

によりＦＡＸで、次のとおり行います。 

（１）受付期限 

令和３年１２月１５日（水）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 総務部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和３年１２月１７日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

９ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和３年１２月２２日（水）まで。入札執行日の前日であるため、

この日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 
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大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便に

よるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１０ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事

業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含む見積金額を記載し

てください。 

１１ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契

約規則（平成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の

１００分の５に相当する金額を違約金として徴収します。また、大和高

田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措

置を講じることとなります。 

１２ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和３年１２月２３日（木）午前１０時３０分から 

（２）場所 

大和高田市役所 ３階会議室１ 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一

般の閲覧に供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１３ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚

偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札

者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののし

た入札 

１４ 落札者の決定等 落札者は、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札

を行った者とします。 

１５ 契約保証金 免除します。 

１６ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないと

きは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

 

 

教育委員会 

教育委員会１１月定例委員会の招集（教育総務課） 

教育委員会告示第２８号 

 大和高田市教育委員会１１月定例委員会を次のとおり招集する。 

  令和３年１１月９日 

大和高田市教育委員会教育長  梶木 義敏   

１ 日時  

令和３年１１月１５日（月）午後２時００分 

 

２ 場所  

   市役所５階 会議室８ 

教育委員会 
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３ 議案  

第１号 後援願いについて 

第２号 その他 

 

教育委員会１１月臨時委員会の招集（教育総務課） 

教育委員会告示第２９号 

 大和高田市教育委員会１１月臨時委員会を次のとおり招集する。 

  令和３年１１月２６日 

大和高田市教育委員会教育長  梶木 義敏   

１ 日時  

令和３年１１月２９日（月）午後３時３０分 

 

２ 場所  

   市役所２階 教育長室 

 

３ 議案  

第１号 市職員人事について 

 

 

 

 

選挙管理委員会 

選挙管理委員会の招集（選挙管理委員会） 

選挙管理委員会告示第３０号 

大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

令和３年１１月２４日 

大和高田市選挙管理委員会委員長 酒本 繁雄   

１ 日時 

   令和３年１２月１日（水） 午前９時００分 

 

２ 場所 

   大和高田市大字大中９８番地４ 

   大和高田市役所 ４階 会議室４ 

 

３ 議案                                     

第１号 公職選挙法第２８条第１号、第２号及び第３号の規定による抹消について 

第２号 選挙人名簿の定時登録について 

第３号 在外選挙人名簿の登録について 

第４号 選挙権を有する者の総数の３分の１、６分の１及び５０分の１について 

第５号 選挙人名簿抄本閲覧状況の公表について 

第６号 その他 

 

 

 

 

選挙管理委員会 
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農業委員会 

大和高田市農業委員会１１月定例委員会の招集（農業委員会） 

農業委員会告示第１３号 

大和高田市農業委員会１１月定例委員会を次のとおり招集する。 

  令和３年１１月４日 

大和高田市農業委員会会長 弓場 一郎   

１ 日時 

令和３年１１月１０日（水曜日）午後３時 

 

２ 場所 

   大和高田市役所５階 会議室６ 

３ 議案 

第１号 農地法第３条第１項について申請の件     

第２号 農地法第５条規定による申請の件 

第３号 その他 

 

大和高田市農業委員会１２月定例委員会の招集（農業委員会） 

農業委員会告示第１４号 

大和高田市農業委員会１２月定例委員会を次のとおり招集する。 

  令和３年１１月２９日 

大和高田市農業委員会会長 弓場 一郎   

１ 日時 

令和３年１２月３日（金曜日）午後３時 

 

２ 場所 

   大和高田市役所５階 会議室６ 

３ 議案 

第１号 農地法第３条第１項について申請の件     

第２号 農地法第１８条第６項について通知の件 

第３号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項規定による農用地利用集積計画について 

第４号 その他 

 

 

 

 

上下水道事業 

大和高田市公共下水道の供用及び処理の開始及び関連図の縦覧（下水道課） 

上下水道事業告示第１６号 

 大和高田市公共下水道の供用及び処理を開始するので、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第９

条の規定により下記のとおり告示する。 

 その関連図面は、令和 3年 11月 11日から２週間、上下水道部下水道課に備え置いて縦覧に供

する。 

  令和３年１１月１１日 

                  （大和高田市上下水道事業管理者）  

農業委員会 

公営企業 
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                       大和高田市長 堀内 大造   

記 

 

１ 供用及び処理を開始する年月日 

   令和 3年 11月 25日 

２ 供用及び処理を開始する区域 

   高田川第５処理分区  北片塩町 

   高田川第６処理分区  南陽町・南今里町・蔵之宮町・曽大根 2丁目 

南陽町 

高田川第７処理分区  土庫３丁目・築山・大谷 

    

３ 供用を開始する排水施設の区域 

   大和高田市全図参照(1:10,000) 上下水道部下水道課にて縦覧 

４ 供用を開始する排水施設の分流式又は合流式の別 

   分流式 

５ 終末処理場 

   奈良県北葛城郡広陵町大字萱野４６０  奈良県第２浄化センター 

 

敷枝築山地内管渠工事（５３）・給配水管移設工事（Ｇ５３）に関する条件付き一般競争入札公告（下

水道課） 

上下水道事業公告第３０号 

入 札 公 告  

 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和３年１１月２日 

（大和高田市上下水道事業管理者） 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 敷枝築山地内管渠工事（５３）・給配水管移設工事（Ｇ５３） 

２ 工事場所 大和高田市 築山 地内 

３ 工事期間 契約締結日から令和４年３月１７日（木）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満

たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式工

事に登録している者であること。 

（２）令和３年度大和高田市格付け等級がＣ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者で

あること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始

の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規

定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）
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に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する

者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注

工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者でな

いこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の

入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入

札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参

加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限までに申

請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格がないと

認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページの「入札公告（下水道

事業）」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、上下水道部下

水道課にも備え付けています。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（工事）［指定様式］ 

② 暴力団排除に関する誓約書［指定様式］ 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるも

のは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡し

します。） 

（４）受付期間 

令和３年１１月４日（木）から令和３年１１月１０日（水）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１

時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎３階 上下水道部下水道課  

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものと

し、その結果は、郵送により通知します。 

（１） 郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送

付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を

送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者

には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

令和３年１１月４日（木）から令和３年１１月１０日（水）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１

時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大東町５番２２号 
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大和高田市上下水道事業庁舎３階 上下水道部下水道課 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次

のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市

ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和３年１１月１９日（金）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部下水道課 

ＦＡＸ ０７４５－５２－１２９５ 

（３）回答期限 

令和３年１１月２２日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和３年１１月２５日（木）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 上下水道部 下水道課 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便に

よるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消

費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契

約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する

金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措

置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなりま

す。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和３年１１月２６日（金）午前９時３０分 

（２）場所 

大和高田市役所 ３階 会議室１ 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表しま

す。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚

偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札

者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののし

た入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価

格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限比較価格 ￥１８，７８０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 
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１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないと

きは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

 

 

                  

原稿誤り 

令和３年５月１０日付け大和高田市公報第３８８号（登載漏れ） 

大和高田市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則（法務課） 

令和３年５月１０日付け大和高田市公報第３８８号（登載漏れ） 

規則第２０号の２ 

大和高田市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和３年４月１日 

大和高田市長 堀内 大造   

大和高田市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則 

大和高田市個人情報保護条例施行規則（平成１３年規則第３３号）の一部を次のように改正する。 

第３条第４項中「１人」を「１，０００人」に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 


